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当社の新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度末における当社役員の新株予約権の保有状況
❶保有する新株予約権の数
391個

❷目的となる株式の種類および数
普通株式 195,500株（新株予約権1個につき500株）

❸当社役員の保有状況

名称 行使期間
払込金額

個数 保有者数
行使価額

取締役
（社外取締役を除く）

2013年5月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2013年5月15日～
2028年5月14日

1,482円 9個 3名1円
2014年5月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2014年5月15日～
2029年5月14日

1,119円 11個 3名1円
2015年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2015年2月17日～
2030年2月16日

1,352円 16個 3名1円
2016年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2016年2月10日～
2031年2月9日

1,200円 31個 3名1円
2017年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2017年2月9日～
2032年2月8日

1,538円 46個 5名1円
2018年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2018年2月15日～
2033年2月14日

1,761円 32個 6名1円
2019年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2019年2月14日～
2034年2月13日

1,466円 56個 6名1円
2020年2月発行新株予約権
(株式報酬型ストックオプション）

2020年2月14日～
2035年2月13日

1,314円 74個 6名1円
2021年2月発行新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)

2021年2月12日～
2036年2月11日

1,174円 102個 6名1円
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名称 行使期間
払込金額

個数 保有者数
行使価額

社外取締役

2017年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2017年2月9日～
2032年2月8日

1,538円 2個 1名1円
2018年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2018年2月15日～
2033年2月14日

1,761円 2個 1名1円
2019年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2019年2月14日～
2034年2月13日

1,466円 2個 1名1円
2020年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2020年2月14日～
2035年2月13日

1,314円 2個 1名1円
2021年2月発行新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）

2021年2月12日～
2036年2月11日

1,174円 6個 3名1円
（注）1.「払込金額」および「行使価額」は、いずれも1株当たりの金額です。

2. 株式報酬型ストックオプションの発行に際し、上記払込金額に基づく債務は当社に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込は
ありません。

3. 上記には当社執行役員を兼ねている者に執行役員分として交付した新株予約権（株式報酬型ストックオプション）が含まれて
おります。

4. 監査役が保有する新株予約権はありません。

2. 当事業年度中に当社使用人、子会社役員および使用人に対して
交付された新株予約権の内容の概要
該当事項はありません。
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会計監査人の状況

1. 当事業年度末における当社会計監査人
PwC Japan有限責任監査法人

（注）2023年12月１日付でPwCあらた有限責任監査法人から名称変更しております。

2. 当事業年度に係る会計監査人報酬等の額
PwC Japan有限責任監査法人に対する当事業年度に係る会計監査人報酬等は次のとおりです。
❶公認会計士法第２条第１項の業務に係る監査報酬等の額 110百万円
❷当社と当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 136百万円

（注）1. 監査役会は、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、監査時間および報酬見積り等の妥当性を検討した結果、会計監
査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査報酬と金融商品取引法に基づく監査報酬の額を区分していない
ので、❶の金額は金融商品取引法に基づく報酬等の金額を含めております。

3. 当社子会社の会計監査人の状況
当社の重要な子会社のうち17社は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する

資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これに相当する外国の法令を含む。）の規定に
よるものに限る。）を受けております。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定方針
当社の会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると監査役

全員が認めた場合、監査役会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任することとします。また、当社の会
計監査人について、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を
評価し、より適正な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出
する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定します。

5. 上記以外に記載すべき事項
上記のほか、当社会計監査人に関して、会社法施行規則第126条に基づいて記載すべき事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制

1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制その他業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、当社グループの業務の適正を確保するための内部統制システムの整備に関する基
本方針について、以下のとおり決議しております。

（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

❶取締役会が、定款および取締役会規則その他の社内規定に基づき、当社グループの経営上の重要事項につ
いて意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を監督する。取締役会の監督機能を強
化するため、３分の１以上の独立した社外取締役を選任する。
❷取締役の指名・報酬等の経営の重要事項に関する意思決定の透明性・公正性・客観性を高めるため、取締
役会の諮問機関として、社外役員および社外有識者を中心とする「経営諮問委員会」を置く。
❸サステナビリティの視点に立った企業活動の推進のため、社長を委員長とするサステナビリティ委員会を
置き、重要事項について取締役会への付議・報告を行う。
❹法令遵守に関する方針をクラレグループ行動規範として定める。当社グループとしての体系的なコンプラ
イアンス体制の整備・運用を行うため、社長直轄のリスク・コンプライアンス委員会を置く。
❺当社グループ内の不正・違法行為および倫理に反する行為を早期に発見し、自主的な解決を図るための内
部通報制度として、クラレグループ社員相談室およびグローバル・コンプライアンス・ホットラインを設
置する。また、経営陣から独立した内部通報制度として、外部の弁護士事務所を介し、監査役に通報する
ガバナンス・ホットラインを設置する。
❻独占禁止法違反の未然防止を図るため、当社グループ各社の役員および使用人に対し定期的に教育・研修
を実施し、独占禁止法に関する社内指針を周知するとともに、遵守状況のモニタリングを定常的に行う体
制をとる。
❼経営監査本部は、内部監査規定に従って、当社グループ内における業務執行の状況を監査する。
❽金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性を確保するための内部統制システムを整備し、適切に運用す
る。

❾反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないことをクラレグルー
プ行動規範に定め、グループ内で周知徹底する。
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（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

株主総会、取締役会、その他主要会議の議事録・資料および稟議書・伺書等の取締役の職務執行に係る記
録は、法令および社内規定に従い適切に保存管理する。

（3）損失の危険の管理に関する規定その他の体制

❶グループリスク管理規定に基づき、グループ全体の体系的なリスク管理を行う。
❷当社グループの事業活動に関連して重大な危機が発生した場合には、緊急対策本部運営規定に基づき、社
長を本部長とする緊急対策本部を設置し、対策にあたる。
❸大規模災害等の重大な危機を想定し、事業中断を最小限にとどめるための事業継続計画（BCP）を事業部
ごとに策定し、定期的に見直しを行う。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

❶当社グループの経営上の重要事項に関する取締役会への付議や社長の決裁に際しては、経営会議や各種委
員会において事前審議を行い、経営の意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図る。
❷取締役会が選任した執行役員等にカンパニー、事業部および主要職能組織の長として事業運営の権限を与
え、各組織における業務執行を適正かつ効率的に行う。

（5）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

❶中期経営計画や年度経営計画に定めるグループ全体の経営方針に沿って当社グループ各社の事業運営を行
う。当社グループ各社は、国内グループ企業運営基準および海外グループ企業運営基準に基づき、重要な
事項については当社取締役会または経営会議への付議・報告を行う。
❷国内グループ企業運営基準および海外グループ企業運営基準に当社グループ各社の決裁基準を定め、適正
かつ効率的に運営する。また、当社グループ内の意思疎通を図り一体運営を促進するため、当社社長と当
社グループ各社の社長との連絡会を適宜開催する。

❸クラレグループ行動規範に基づき、当社グループ各社の取締役および使用人の職務の執行が適切になされ
る体制とする。また、当社から当社グループ各社に役員を派遣し、各社の取締役および使用人の業務執行
について監督するとともに、経営監査本部が内部監査規定に従って内部監査を実施する。

（6）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に
関する事項

監査役の職務を補助するため監査役スタッフを置く。監査役スタッフは、監査役の指揮命令を受けること
とし、監査役スタッフの人事・処遇については人事担当役員と監査役が協議のうえ決定する。
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（7）当社の監査役への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
❶監査役は、取締役会への出席、重要な子会社の社長との連絡会等を通じて当社および当社グループ各社の
業務執行状況の報告を受ける。
❷経営監査本部は、当社および当社グループ各社内部監査の状況について定期的に監査役会に報告を行う。
❸当社および当社グループ各社の役員は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な問題を発
見した場合、速やかに監査役に報告する。また、監査役は、当社および当社グループ各社の使用人に対し、
これらの事項に関し必要に応じ報告を求めることができる。
❹当社および当社グループ各社の使用人は、これらの事項をガバナンス・ホットラインを通じて監査役に通
報することができる。
❺上記の報告および通報を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いはしない旨を社内規定に
定める。

（8）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる
費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは支払い精算等の請求をしたときは、その内容
が特に不合理なものでない限り、遅滞なく支払処理を行う。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見を交換するため代表取締役と定期的
に会合を持ち、また、取締役、執行役員および重要な使用人からヒアリングを実施する。

2. 当該体制の運用状況の概要
当社は、上記の基本方針に基づき、内部統制システムを整備・運用しております。当事業年度における主な整

備・運用の状況の概要は以下のとおりです。
（1）コンプライアンスに関する取り組み
❶コンプライアンス意識向上を目指し、当社および国内グループ会社の部長を対象に「ワークライフバラン
ス」および「働きやすい職場に関する部署ディスカッションの進行」を題材としたセミナーを実施し、そ
の後受講者が所属部署にて「働きやすい職場」に関する部署ディスカッションを実施しました。
❷クラレグループにおける独占禁止法遵守プログラムを整備し、グループ全体で同プログラムの確実な運用
に努めています。2023年度においても、リスクの高い事業・分野における遵守体制のモニタリングを継続
するとともに、従業員に対する教育・研修、入札案件に関する年度監査などの施策を実施しました。
❸経営監査本部は、当社および当社グループにおける財務報告の適正性を確保するための内部統制システム
（J-SOX）の整備・運用状況についても評価を実施しました。その内容についてPwC Japan有限責任監査
法人の監査を受け、結果を取締役会に報告しました。
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（2）リスク管理に関する取り組み
❶グループリスク管理規定に基づき、国内外の各組織においてリスクの自己評価を実施し、リスク・コンプ
ライアンス委員会での審議を経て、社長が重大な経営リスクを特定、リスク毎に統括責任者を選定し、リ
スクの回避・軽減のための対策を進めております。2023年12月に、当社グループリスク管理における
2024年度の重点課題として以下を定めました。
（ⅰ）グループ全体での情報セキュリティの更なる強化ならびに機密情報管理ルールの周知徹底および運用

状況のモニタリング実施により、機密情報管理レベルの向上を図る。
（ⅱ）保安事故の発生リスク低減のため、海外プラントにおける運転・設備管理に対する強化策を引き続き

実施するとともに、グローバルPSM（プロセス・セーフティ・マネジメント）監査チームによる海外
関係各社の現地監査を通じ、各社の保安管理体制上の課題も踏まえた具体的課題を客観的に抽出し、
その改善を推進する。

（ⅲ）原燃料・副資材・機材の調達リスクに対し、サプライチェーン視点で汎用品を含む全物品を対象に実
施した再点検結果に基づき、各事業の事業継続計画（BCP）上優先度の高い製品にかかる物品から、
策定したリスク回避・低減対策を着実に実施し、BCPの精度・実効性の向上を図る。

❷2023年4月に「コーポレート緊急対策本部運営規定」を改定し、クライシスの種別の整理、対策本部メン
バーの見直しを行い、緊急時対応体制を更新しました。事業所における環境汚染を伴う海上への重油漏洩
事故を想定した緊急対策本部訓練を実施（2023年7月）しました。情報セキュリティ対策は、機密情報管
理チームにて計画に沿って実行し、グローバルでのクラウドストレージ導入によるセキュリティ強化を行
いました。また、インシデント対応としてグローバルCSIRT（Computer Security Incident Response
Team）体制に関する規定を策定しました。

（3）企業集団の内部統制に関する取り組み
❶社内取締役1名、社外役員5名および社外有識者2名を委員とする「経営諮問委員会」を2回開催し、取締役
会の諮問機関として、取締役候補者および役員報酬等について審議し、その結果を取締役会に答申・報告
しました。
❷当社グループ運営に関するトップ方針の示達、グループ共通の課題と情報の共有を目的として、対面およ
びオンラインで主要グループ会社の経営層と個別の会議を適宜開催し、グループ内の意思疎通に努めまし
た。当社グループ各社における重要な事項については、国内グループ企業運営基準および海外グループ企
業運営基準に基づき、適宜当社取締役会または経営会議への付議・報告を行いました。

（4）監査役の監査体制に関する取り組み
監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について代表取締役と意見交換を行うとともに、
取締役、執行役員および重要な使用人へのヒアリングを実施しました。
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連結株主資本等変動計算書

( 2023年2023年
１
12
月
月
１
31
日
日
から
まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 88,955 87,152 399,910 △25,735 550,282
当期変動額
剰余金の配当 △16,066 △16,066
親会社株主に帰属する
当期純利益 42,446 42,446

自己株式の取得 △4 △4
自己株式の処分 △6 85 79
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － △6 26,379 80 26,454
当 期 末 残 高 88,955 87,146 426,290 △25,654 576,737

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当 期 首 残 高 5,769 611 90,555 △468 96,467 341 21,443 668,534
当期変動額
剰余金の配当 △16,066
親会社株主に帰属する
当期純利益 42,446

自己株式の取得 △4
自己株式の処分 79
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,087 △664 40,714 △55 41,081 － 86 41,167

当 期 変 動 額 合 計 1,087 △664 40,714 △55 41,081 － 86 67,621
当 期 末 残 高 6,856 △53 131,269 △524 137,548 341 21,529 736,156
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数：76社
（主要な連結子会社の名称）
主要な連結子会社名は、事業報告「１．クラレグループの現況に関する事項 11.重要な子会社の状
況」に記載しています。

当連結会計年度において、連結子会社であった株式会社入間カントリー倶楽部の全株式を譲渡したた
め、連結の範囲から除外しています。

（2）主要な非連結子会社の名称等
（主要な非連結子会社の名称）
Kuraray South America Ltda.、Kuraray India Private Limited

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、その総資産合計額、売上高合計額、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額
及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等のいずれにおいても、連結計算書類に重要な影響
を及ぼしていないためです。

2．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数：２社
（主要な会社等の名称） 禾欣可楽麗超繊皮(嘉興)有限公司他

（2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
（主要な非連結子会社及び関連会社の名称）
Kuraray South America Ltda.、Cenapro Chemical Corporation

（持分法を適用していない理由）
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益及び利益剰余金のうち持分に見合う
額等のいずれにおいても、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためです。

3．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。
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4．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
（a）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの・・ 時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)

市場価格のない株式等・・・・・・・ 移動平均法による原価法
（b）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ・・・・・・・・・・・・ 時価法
（c）棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・原材料・仕掛品・・・・・・・・ 主として先入先出法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定)

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・ 主として移動平均法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定)

（2）重要な減価償却資産の償却方法
（a）有形固定資産・・・・・・・・・・・・
（リース資産及び使用権資産を除く）

主として定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物・・・・・・16年～50年
機械装置及び運搬具・・・・４年～10年

（b）無形固定資産・・・・・・・・・・・・
（リース資産及び使用権資産を除く）

主として定額法
なお、主な償却年数は以下のとおりです。
のれん・・・・・・・・・・15年～20年
顧客関係資産・・・・・・・９年～20年
ただし、金額的重要性の乏しいものは、発生年度に全額償
却しています。

（c）リース資産・・・・・・・・・・・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（d）使用権資産・・・・・・・・・・・・・ 海外関係会社については、「リース」（IFRS第16号）もしく
は「リース」（ASC第842号）を適用しており、国際財務
報告基準もしくは米国会計基準に基づく償却方法を採用し
ています。なお、使用権資産に係るリースの借手について
は、原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及
び負債として計上しています。
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（3）重要な引当金の計上基準
（a）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

（b）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額に基づき計上しています。

（4）収益及び費用の計上基準
当社グループにおいては、主として商品または製品の顧客への販売を行っています。商品または製品
の販売については、引渡時点において顧客が当該商品または製品に対する支配を獲得し、履行義務が充
足されると判断し、当該時点で収益を認識しています。
なお、機能材料セグメントにおける環境ソリューション事業、アクア事業及びその他セグメントにお
けるエンジニアリング事業においては、顧客と工事契約を締結しています。当該契約については、一定
の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、原則として、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収
益を認識しています。進捗度の見積り方法は、発生原価に基づくインプット法によっています。
収益は顧客との契約において約束された対価から、割戻し等を控除した著しい減額が生じない可能性
が高い範囲内の金額で算定しています。また、商品または製品の提供における役割が代理人に該当する
取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しています。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しているため、重要な金融要素
は含んでいません。
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（5）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要なヘッジ会計の方法
（a）ヘッジ会計の方法

外貨建予定取引に係る為替予約及び原材料に係る商品スワップについては、繰延ヘッジ処理によ
っています。また、為替予約の一部については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップ
については特例処理によっています。

（b）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建金銭債権債務（予定取引を含む）
金利スワップ 支払利息
商品スワップ 原材料

（c）ヘッジ方針
当社及び連結子会社は、社内規定に定めた管理方針、主管部署、利用目的、実施基準に基づき、

金利変動リスク、為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしています。
（d）ヘッジ有効性評価の方法

外貨建予定取引に係る為替予約、金利スワップ及び原材料に係る商品スワップに関しては、重要
な条件の同一性を確認し、有効性を評価しています。なお、振当処理によっている為替予約、特例
処理によっている金利スワップに関しては、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有
効性の事後評価を省略しています。

（「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係）
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報
告 第40号 2022年３月17日）の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に
定められる特例的な取扱いを適用しています。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容
は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の方法・・・金利スワップの特例処理
ヘッジ手段・・・・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・・・・支払利息
ヘッジ取引の種類・・・キャッシュ・フローを固定するもの
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② 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として15年)による
定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として15年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理することとしています。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお
けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しています。

③ のれんの償却方法及び償却期間
投資効果の発現する期間を見積り、当該期間において均等償却を行っていますが、重要性の乏しい
ものは発生年度に全額償却しています。

④ 金額表示に関する事項
金額表示は百万円未満切捨によっています。

表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において、独立掲記していた「流動負債」の「その他の引当金」は、金額的重要性が乏し
いため、当連結会計年度から「その他」に含めて表示しています。

前連結会計年度において、独立掲記していた「固定負債」の「役員退職慰労引当金」及び「環境対策引当
金」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度から「その他」に含めて表示しています。

（連結損益計算書）
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「投資事業組合運用益」は、当連結会計年
度においては「営業外費用」の「投資事業組合運用損」となりましたが、金額的重要性が乏しいため、当連
結会計年度から「その他」に含めて表示しています。

前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「固定資産廃棄損」は、金額的重要性が乏
しくなったため、当連結会計年度から「その他」に含めて表示しています。
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会計上の見積りに関する注記
（Calgon Carbon Corporationの取得により認識されたのれんに関する減損の兆候に関する判断）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

機能材料セグメントに属するCalgon Carbon Corporationを2018年12月期に取得した際に計上し
たのれん40,347百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

Calgon Carbon Corporationにおいては、原燃料価格や物流費の高騰の影響を受けているものの、
活性炭市場の成長や環境規制強化への対応により事業が拡大しており、前連結会計年度に引き続き、
当連結会計年度においても、のれん償却費計上後の営業損益はプラスとなっています。
当社グループは、同社の事業計画に基づき、翌連結会計年度以降も業績が引き続き伸長し、のれん
償却費計上後の営業利益の計上が見込まれることも踏まえ、同社に係るのれんに減損の兆候は認めら
れないと判断しています。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
Calgon Carbon Corporationの事業計画においては、環境規制強化への対応や顧客企業の設備投
資需要の伸長による売上高の増加、また原燃料価格の将来の動向による影響を考慮した将来の利益の
見積り等を踏まえた予測が行われています。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該見積り及び仮定について、将来の予測不能な市場環境の変化等により見直しが必要になった場

合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において減損損失が計上される可能性があります。

（有形固定資産の減損）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 526,977百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法

資産のグルーピングについて、事業用資産は継続的に損益の把握を実施している管理会計上の区分
を基礎としています。貸与資産、遊休資産、事業の廃止または再編成が決定している資産及び停止予
定資産については、個々の資産ごととし、その他本社及び研究設備等は共用資産としてグルーピング
を行っています。
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各資産グループにおいて減損の認識が必要とされた場合、当該資産グループの帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。回収可能価額の見積りには使用価値
または正味売却価額のいずれか高い方の金額を使用しています。使用価値は当該資産グループから得
られると見込まれる将来キャッシュ・フローを使用しています。

②金額の算出に用いられた主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りは事業計画を基礎としており、将来の利益見積り等を踏まえた予
測が行われています。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
有形固定資産の減損の判定については、将来キャッシュ・フロー、正味売却価額等の前提条件に基
づき実施しているため、これらの前提条件に変更があった場合には、減損損失が発生する可能性があ
ります。

連結貸借対照表に関する注記
1．担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産 建物及び構築物 1,103百万円
土地 1,001百万円

担保に係る債務 短期借入金 170百万円

2．有形固定資産の減価償却累計額
1,071,781百万円

3．偶発債務
（1）保証債務

連結会社以外の以下の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っています。
社会福祉法人石井記念愛染園 131百万円

（2）活性炭製造販売に係る損害賠償請求
特定活性炭の製造販売に係る独占禁止法違反行為に関連し、複数の地方公共団体より当社及び当社子会
社を含む複数社に対して連帯して損害賠償金を支払うよう請求を受けています。また、このうち一部の地
方公共団体から損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める訴訟が提起されています。なお、現時点では当
社グループが負担すべき金額を合理的に見積ることは困難です。
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4．期末日満期手形等の会計処理
期末日満期手形及び確定期日現金決済（手形と同じ条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理に
ついては、満期日に決済が行われたものとして処理しています。なお、当連結会計年度末日が金融機関の
休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しています。
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3,361百万円
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,658百万円
そ の 他 （流 動 負 債） 699百万円

連結損益計算書に関する注記
（減損損失）
（1）資産のグルーピングの方法

事業用資産については、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の区分を基礎としてグルーピン
グを行っています。貸与資産、遊休資産、事業の廃止または再編成が決定している資産及び停止予定資産
については、個々の資産で判定し、その他本社及び研究設備等は共用資産としています。

（2）具体的な減損損失
（1）のグルーピングをもとに認識された減損損失は4,390百万円であり、重要なものは以下のとおりで
す。

場所 資産 用途 種類 減損損失額

茨城県神栖市
愛媛県西条市 事業用資産 ベクスター事業関連資産 機械装置等 2,376百万円

事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスの事業について、減損の兆候を個
別に検討のうえ、回収可能価額が帳簿価額に満たない事業等について回収可能価額まで帳簿価額を減額し
ています。なお、回収可能価額は使用価値をもって測定し、将来キャッシュ・フローを４％で割り引いて
算出しています。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
1．発行済株式の種類及び総数 普通株式 354,863,603 株
2．自己株式の種類及び株式数 普通株式 20,107,257 株
3．剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2023年3月29日
定時株主総会 普通株式 7,697 23.00 2022年12月31日 2023年3月30日

2023年8月9日
取締役会 普通株式 8,368 25.00 2023年6月30日 2023年9月1日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年3月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 8,368 25.00 2023年12月31日 2024年3月28日

4．新株予約権の目的となる当該株式会社の株式の数
（1）2013年5月発行新株予約権（2013年4月25日取締役会決議）

普通株式 4,500株
（2）2014年5月発行新株予約権（2014年4月25日取締役会決議）

普通株式 5,500株
（3）2015年2月発行新株予約権（2015年1月21日取締役会決議）

普通株式 9,000株
（4）2016年2月発行新株予約権（2016年1月20日取締役会決議）

普通株式 16,500株
（5）2017年2月発行新株予約権（2017年1月18日取締役会決議）

普通株式 28,500株
（6）2018年2月発行新株予約権（2018年1月17日取締役会決議）

普通株式 21,000株
（7）2019年2月発行新株予約権（2019年1月16日取締役会決議）

普通株式 37,000株
（8）2020年2月発行新株予約権（2020年1月22日取締役会決議）

普通株式 50,500株
（9）2021年2月発行新株予約権（2021年1月20日取締役会決議）

普通株式 81,000株

― 17 ―

2024年02月16日 18時36分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



金融商品に関する注記
1．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、事業を行うために必要な資金を、主に金融機関からの借入や社債発行により調達して
います。また、余資は資金運用に関する社内規定に従い、安全性の高い金融資産で運用しています。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理運営に関する内部ルールに沿って低減を図っ
ています。
貸付金・債務保証契約については、定期的に貸付先・債務保証先の財務状況を確認し、信用リスクを管
理しています。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を確認しています。
デリバティブ取引は、内部管理規定に従い、実需の範囲内で行うこととしています。

2．金融商品の時価等に関する事項
2023年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりで

す。
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（1）投資有価証券

その他有価証券 14,965 14,965 －
資産計 14,965 14,965 －

（2）社債 60,000 59,371 △628

（3）長期借入金 182,011 180,675 △1,336

負債計 242,011 240,046 △1,964

（4）デリバティブ取引(*1) 242 242 －

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、( )で示しています。

(*2)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「有価証券」及び「支払手形及び買掛金」につ
いては、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることか
ら、注記を省略しています。

（注1）市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券 その他有価証券」には含めていません。当該金融商品
の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。
非上場株式 7,681百万円
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（注2）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他に準ずる事業体への出資は、「(1) 投資有
価証券 その他有価証券」には含めていません。当該出資の連結貸借対照表計上額は以下のとおりで
す。
投資事業有限責任組合等 1,319百万円

（注3）長期借入金は、１年以内に返済期限を迎えるため1年内返済予定の長期借入金に区分したものを含ん
でいます。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しています。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 14,965 － － 14,965

デリバティブ取引

通貨関連 － 191 － 191

金利関連 － 273 － 273

資産計 14,965 465 － 15,430

デリバティブ取引

商品関連 － 222 － 222

負債計 － 222 － 222
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（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 59,371 － 59,371

長期借入金 － 180,675 － 180,675
負債計 － 240,046 － 240,046

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式の時価は、相場価格によっています。上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル
１の時価に分類しています。
デリバティブ取引
為替予約、金利スワップ及び商品スワップの時価は、先物為替相場及び取引先金融機関等から提示さ
れた価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しています。なお、金利スワップの特例処理
によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当
該長期借入金の時価に含めて記載しています。
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しています。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算出する方法によって算定しており、レベル２の時価に分類しています。なお、一部の変動金利による
長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された
元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定す
る方法によって算定しています。
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収益認識に関する注記
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

地域別の収益の分解情報
（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)２

合計ビニルア
セテート

イソ
プレン

機能材料 繊維
トレー
ディング

計

日本 26,895 21,692 34,653 24,798 34,765 142,805 23,995 166,801

米国 85,582 6,463 71,201 6,746 76 170,070 1,263 171,333

中国 59,120 6,971 10,780 7,505 20,451 104,829 406 105,235

欧州 129,424 10,156 50,346 9,858 223 200,009 4,867 204,876

アジア 52,749 6,883 10,786 8,055 4,344 82,818 1,413 84,232
その他
の地域 37,528 804 7,924 910 420 47,588 871 48,459

計 391,300 52,970 185,692 57,875 60,281 748,120 32,818 780,938
(注1) 地域別の収益は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。
(注2) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、エンジニアリング事業

等を含んでいます。

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す
る注記等 4．会計方針に関する事項 （4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 151,504 160,762

契約資産 5,511 1,142

契約負債 5,982 9,248
契約資産は、進行中の工事契約の対価に対する権利に関するものです。契約負債は、顧客から受け取

った前受金です。なお、契約負債の当連結会計年度期首残高は概ね当連結会計年度の収益として認識し
ています。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度においては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。また、顧客との契約から受け
取る対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

１株当たり情報に関する注記
1．１株当たりの純資産額 2,133円75銭
2．１株当たりの当期純利益 126円80銭

その他の注記
（追加情報）

米国子会社における火災事故に関する訴訟の解決
2018年５月に米国子会社で発生した火災事故に関して提起された民事訴訟について、訴え却下の申立

てが認められる見込みの１名を除き、係争中であったすべての原告との間で2023年４月に和解が成立し
ました。これに伴い、当連結会計年度の連結損益計算書において、本件訴訟を含む訴訟関連損失として
7,806百万円を特別損失に計上しています。なお、この１名については、2023年７月に訴え却下の申立
てが認められ、本件訴訟は解決しました。
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株主資本等変動計算書
( 2023年2023年

１
12
月
月
１
31
日
日
から
まで)

（単位:百万円）
株 主 資 本

資本金 資 本 剰 余 金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 88,955 87,098 28 87,127
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
特別償却積立金の取崩
圧縮記帳積立金の積立
圧縮記帳積立金の取崩
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △6 △6
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 － － △6 △6
当 期 末 残 高 88,955 87,098 22 87,120

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計特別償却積立金 圧縮記帳積立金 固定資産圧縮特別勘定積立金 別 途 積 立 金繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 6,569 29 1,930 124 85,000 155,377 249,032
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △16,066 △16,066
当 期 純 利 益 8,461 8,461
特別償却積立金の取崩 △15 15 －
圧縮記帳積立金の積立 121 △121 －
圧縮記帳積立金の取崩 △88 88 －
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 43 △43 －
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △124 124 －
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 － △15 32 △81 － △7,541 △7,605
当 期 末 残 高 6,569 13 1,963 43 85,000 147,836 241,426
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（単位:百万円）
株主資本 評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △25,735 399,379 5,569 32 5,602 341 405,322
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △16,066 △16,066
当 期 純 利 益 8,461 8,461
特別償却積立金の取崩 － －
圧縮記帳積立金の積立 － －
圧縮記帳積立金の取崩 － －
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －
自 己 株 式 の 取 得 △4 △4 △4
自 己 株 式 の 処 分 85 79 79
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,041 △20 1,021 1,021
当 期 変 動 額 合 計 80 △7,530 1,041 △20 1,021 － △6,509
当 期 末 残 高 △25,654 391,848 6,611 12 6,623 341 398,812
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式・・・・・・・ 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの・・ 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

市場価格のない株式等・・・・・・・ 移動平均法による原価法
（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ・・・・・・・・・・・・ 時価法

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・原材料・仕掛品・・・・・・・・ 先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

2．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・・・・・・・・
（リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物・・・・・・31年～50年
機械装置・・・・主として10年

無形固定資産・・・・・・・・・・・・
（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（５年）に基づいて償却しています。

リース資産・・・・・・・・・・・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
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3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額に基づき計上しています。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法に
より費用処理しています。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額
法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしています。

４．収益及び費用の計上基準
当社においては、主として製品の顧客への販売を行っています。製品の販売については、引渡時点にお

いて顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識して
います。
収益は顧客との契約において約束された対価から、割戻し等を控除した著しい減額が生じない可能性が

高い範囲内の金額で算定しています。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に
受領しているため、重要な金融要素は含んでいません。
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）ヘッジ会計の方法
（a）ヘッジ会計の方法

外貨建予定取引に係る為替予約については、繰延ヘッジ処理によっています。また、外貨建貸付金
に係る為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理に
よっています。

（b）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建貸付金、外貨建予定取引
金利スワップ 支払利息

（c）ヘッジ方針
当社は社内規定に定めた管理方針、主管部署、利用目的、実施基準に基づき、金利変動リスク及び
為替変動リスクをヘッジしています。

（d）ヘッジ有効性評価の方法
外貨建予定取引に係る為替予約に関しては、重要な条件の同一性を確認し、有効性を評価していま
す。なお、振当処理によっている為替予約、特例処理によっている金利スワップに関しては、取引時
に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の事後評価を省略しています。

（2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類に

おけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
（3）金額表示に関する事項

金額表示は百万円未満切捨によっています。

表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
前事業年度において、独立掲記していた「固定負債」の「環境対策引当金」は、金額的重要性が乏しいた
め、当事業年度から「その他」に含めて表示しています。
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会計上の見積りに関する注記
（有形固定資産の減損）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

有 形 固 定 資 産 170,385百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

会計上の見積りの内容に関する情報については、連結注記表（会計上の見積りに関する注記）「有形
固定資産の減損」に同一の内容を記載しているため、省略しております。

貸借対照表に関する注記
1．有形固定資産の減価償却累計額

662,912百万円

2．偶発債務
（1）保証債務

以下の会社の販売先との契約に係る履行義務及びリース取引等に対し、債務保証を行っています。
社会福祉法人石井記念愛染園 131百万円
Calgon Carbon Corporation 6,052百万円
Kuraray America, Inc. 4,343百万円
Kuraray Asia Pacific Pte. Ltd. 26百万円

（2）活性炭製造販売に係る損害賠償請求
特定活性炭の製造販売に係る独占禁止法違反行為に関連し、複数の地方公共団体より当社を含む複数
社に対して連帯して損害賠償金を支払うよう請求を受けています。また、このうち一部の地方公共団体
から損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める訴訟が提起されています。なお、現時点では当社が負担
すべき金額を合理的に見積ることは困難です。

3．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短 期 金 銭 債 権 274,389百万円
短 期 金 銭 債 務 332,095百万円
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4．期末日満期手形等の会計処理
期末日満期手形及び確定期日現金決済（手形と同じ条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理に
ついては、満期日に決済が行われたものとして処理しています。なお、当事業年度末日が金融機関の休日
であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しています。
受 取 手 形 196百万円
売 掛 金 8,396百万円
未 収 入 金 79百万円
支 払 手 形 126百万円
買 掛 金 4,963百万円
未 払 金 621百万円

損益計算書に関する注記
（関係会社との取引高）

売 上 高 167,471百万円
仕 入 高 43,589百万円
営業取引以外の取引高 35,546百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記
1．発行済株式の種類及び総数 普通株式 354,863,603 株
2．自己株式の種類及び株式数 普通株式 20,107,257 株
3．剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2023年3月29日
定時株主総会 普通株式 7,697 23.00 2022年12月31日 2023年3月30日
2023年8月9日
取締役会 普通株式 8,368 25.00 2023年6月30日 2023年9月1日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年3月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 8,368 25.00 2023年12月31日 2024年3月28日

4. 新株予約権の目的となる当該株式会社の株式の数
（1）2013年5月発行新株予約権（2013年4月25日取締役会決議）

普通株式 4,500株
（2）2014年5月発行新株予約権（2014年4月25日取締役会決議）

普通株式 5,500株
（3）2015年2月発行新株予約権（2015年1月21日取締役会決議）

普通株式 9,000株
（4）2016年2月発行新株予約権（2016年1月20日取締役会決議）

普通株式 16,500株
（5）2017年2月発行新株予約権（2017年1月18日取締役会決議）

普通株式 28,500株
（6）2018年2月発行新株予約権（2018年1月17日取締役会決議）

普通株式 21,000株
（7）2019年2月発行新株予約権（2019年1月16日取締役会決議）

普通株式 37,000株
（8）2020年2月発行新株予約権（2020年1月22日取締役会決議）

普通株式 50,500株
（9）2021年2月発行新株予約権（2021年1月20日取締役会決議）

普通株式 81,000株

税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、有価証券評価損失、退職給付引当金等であり、評価性引当額は9,077百
万円です。
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関連当事者との取引に関する注記
（単位：百万円）

属 性 会 社 名 議決権の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 クラレトレーディ
ング株式会社

直接
100％

当社製品の販売
製 品 の 購 入

製品の販売※1 97,880 売 掛 金 29,725
グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の受入※2

29,132 預 り 金 29,694

利息の支払※2 141 未 払 金 14

子会社 クラレノリタケデ
ンタル株式会社

直接
66.7％ な し

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の受入※2

17,318 預 り 金 19,195

利息の支払※2 0 未 払 金 ー

子会社 Kuraray Holdings
U.S.A., Inc.

直接
100％

当社の北米に
おける関係会社
の 株 式 保 有

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の受入※2

123,422 預 り 金 126,920

利息の支払※2 6,705 未 払 金 1,842

子会社 Kuraray America,
Inc.

間接
100％

当社製品の販売
製 品 の 購 入

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の貸付※2

107,128 短期貸付金 104,835

利息の受取※2 6,439 未 収 入 金 1,718

子会社 MonoSol, LLC 間接
100％

当社製品の販売
製 品 の 購 入

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の受入※2

43,515 預 り 金 47,982

利息の支払※2 2,385 未 払 金 697

子会社 Calgon Carbon
Corporation

間接
100％

当社製品の販売
製 品 の 購 入

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の貸付※2

38,702 短期貸付金 37,576

利息の受取※2 2,334 未 収 入 金 621

子会社 Kuraray Europe
GmbH

直接
100％

当社製品の販売
製 品 の 購 入

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の受入※2

22,352 預 り 金 33,602

利息の支払※2 776 未 払 金 311

子会社 EVAL Europe
N.V.

間接
100%

当社製品の販売
製 品 の 購 入

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の受入※2

12,322 預 り 金 15,479

利息の支払※2 417 未 払 金 152
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（単位：百万円）
属 性 会 社 名 議決権の

所有割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 Chemviron S.A. 間接
100％

当社製品の販売
製 品 の 購 入

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の貸付※2

17,476 短期貸付金 17,239

利息の支払※2 627 未 払 金 195

子会社
Kuraray Advanced
Chemicals
(Thailand) Co., Ltd.

間接
100％ な し

主に設備資金の
貸付※2 18,710 短期貸付金 20,445

利息の受取※2 487 未 収 入 金 119

子会社 可楽麗香港有限公司 直接
100％

当社製品の販売
製 品 の 購 入

グループ内の資
金一元管理に伴
う資金の受入※2

13,615 預 り 金 14,886

利息の支払※2 759 未 払 金 219

（注）1．取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しています。
※2 資金の受入及び資金の貸付については、市場金利に基づく利率を適用しています。

2．資金の受入及び資金の貸付の取引金額については、当期における平均残高を記載しています。
3．子会社への貸倒懸念債権について、10,515百万円の貸倒引当金を計上しています。

収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針に係る事項に関する注記「４.収益及び費用の計上
基準」に記載のとおりです。

１株当たり情報に関する注記
1．１株当たりの純資産額 1,190円33銭
2．１株当たりの当期純利益 25円28銭

連結配当規制適用会社に関する注記
当社は連結配当規制適用会社です。
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